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１ 農業振興地域制度の概要 

 

１ 農業振興地域制度 ― 生まれた背景と思想 

  戦後の農地の利用規制は、農地法により行われてきましたが、昭和 30 年代後半か

らの高度経済成長に伴う都市への人口集中など市街化の急速な進行・拡大により、

周辺農地の無秩序なかい廃（スプロール化）が進み、農地の利用度の低下等農業農

村への影響が生じることとなりました。 

 このため、農業以外の土地利用との調整を図りつつ、集団的な優良農地を確保し、

効率の高い農業投資を計画的に推進するため、新都市計画法（昭和 43 年）に続き、

農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）が制定されました。 

 

２ 制度の目的 

  農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の有効利用

と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としていま

す。 

 農業生産にとって最も基礎的な資源である農用地等を良好な状態で確保するとと

もに、土地の農業上の利用を確保しながら農業振興に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るという観点に基づく制度です。 

 

３ 制度の仕組み 

(1) 知事は、農林水産大臣と協議のうえ、農業振興地域整備基本方針を策定します。 

(2) 知事は、農業振興地域整備基本方針に基づいて、農業振興地域を指定します。 

農業振興地域とは、おおむね 10 年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき

地域のことです。 

(3) 市町村は、知事と協議のうえ、市町村農業振興地域整備計画（市町村整備計画）

を策定します。 

市町村整備計画は、当該農業振興地域における農業の総合計画であり、おおむね

10 年を見通して策定されます。 

 

４ 市町村整備計画の内容 

  市町村整備計画は、優良農地の確保を図るための農用地利用計画と、地域の農業

振興方策を明らかにした各種計画（マスタープラン）で構成されています。 

 【農用地利用計画】 

 農用地利用計画では、農業振興の基盤である農用地の確保、農業生産基盤整備等

の計画的な実施のため、農業以外の土地利用を規制する区域（農用地区域）を定め

ます。 

  農用地区域においては、農業施策が集中的に実施されるとともに、相続税など税

制上の優遇措置を受けることができます。 

 一方で、農用地区域内の土地は、農業以外の土地利用が制限されるだけでなく、

計画で指定された用途区分以外の土地利用が制限されます。 

 



 【マスタープラン】 

○ 農業生産基盤の整備開発計画 

○ 農用地等の保全計画 

○ 農業経営規模拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進計画 

○ 農業近代化施設の整備計画 

○ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 

○ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 

○ 生活環境施設の整備計画 

○ 森林の整備その他林業の振興との関連事項 

 

５ 市町村整備計画の変更 

(1) 計画変更の種類 

ア 基礎調査の結果による変更（定期見直し） 

おおむね５年ごとの基礎調査の結果に基づき、農業振興の方向を再検討し、

農用地利用計画及びマスタープランの総合的な見直しを行います。 

  イ 定期見直し以外の変更（随時変更） 

    県基本方針の変更、農業振興地域の区域変更、経済事情の変動その他情勢の

推移により必要が生じたとき、計画の変更を行います。 

(2) 計画変更の手続き 

別図「市町村整備計画の変更手続き」を参照してください。 

 

６ 農用地区域からの除外 

  農用地区域内の土地を農用地区域から除外（農振除外）するためには、農用地利

用計画の変更が必要になりますが、原則として次の６つの要件を全て満たす場合に

限り行うことができます。 

 なお、農用地利用計画の変更は、市町村整備計画の一部変更にあたるので、農振

除外を行うためには、市町村整備計画の変更手続が必要となります。 

 

１ 当該地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用

地区域以外の区域に代替すべき土地がないこと。 

２ 農用地利用計画の変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支

障を及ぼすおそれがないこと。 

３ 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業

上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 

４ 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用

地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。 

５ 農用地利用計画の変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能

に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。 

６ 土地改良事業等（区画整理、農業用用排水施設の整備、農用地の造成等の

事業）の施行区域内にある土地については、当該事業が完了した年度の翌年

度から起算して８年を経過していること。 

 



（別図）市町村整備計画の変更手続き 
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変 更 計 画 案 の 作 成 

(1) 基礎調査の実施 

農用地の利用状況 

生活基盤の整備状況等 

(2) 農用地区域の変更の検討 

除外要件の検討 

農地転用許可の検討等 

 

 

 

変更計画案の意見調整 

・マスタープランの変更案 

・農用地利用計画の変更案 

・計画変更の理由 

変 更 計 画 案 の 公 告 縦 覧 

公告縦覧：おおむね３０日 
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農業振興地域と農用地区域 

   〔市町村行政区域〕 

    

    〔農業振興地域〕 

                 おおむね 10 年以上にわたり、総合的に農業の振                

興を図るべき地域として、知事が指定する地域。 

農用地等として利用すべき土地がおおむね 200ha                

（都市計画法の市街化調整区域や山村振興法の振

興山村等は 50ha）以上ある場合などに、農業振興

地域として指定されます。 

 

    （農振白地）       農業振興地域内の土地で、農用地区域以外の土

地は、一般に農振白地又は単に白地と呼ばれてい

ます。 

農振白地は、農用地区域とは異なり、直接農業

上の利用に供すべき土地の区域ではありませんが

農用地区域と一体として総合的に農業の振興を図

ることが相当な区域です。 

そのため、農用地区域に災害（土砂の流出等）

を発生させる恐れのある開発行為に対して、知事

は是正勧告をすることができるとされています。 

    〔農用地区域〕 

                 おおむね 10 年以上にわたり農業上の利用を確

保すべき土地であり、市町村長が、市町村整備計

画（農用地利用計画）において設定する区域。 

農用地区域は、おおむね 10ha 以上の集団的農用

地、土地改良事業の施行区域内の土地などに設定

することとされており、現況の農地、採草放牧地、

混牧林地及び農業用施設用地が含まれています。 

また、農用地等の整備開発予定地として、山林

原野が含まれていることもあります。 

農用地区域内の土地は、農用地利用計画におい

て、農地、採草放牧地、混牧林地又は農業用施設

用地のいずれかに用途指定されており、農用地区

域内の土地は、農業以外の土地利用が制限される

だけでなく、指定用途以外の土地利用も制限され

ます。 



  

２ 市 町 村 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 定 期 見 直 し （ 予 定 ） 年 度 別 一 覧 

 

年度 H30 年度実施 R 1 年度実施 R 2 年度実施 R 3 年度実施 R 4 年度実施 R 5 年 度 実 施 R 6 年度 実 施 R 7 年 度 実 施 R8 年度実施予定 R9年度実施予定 

H30 

～

R9 

雫 石 町 

岩 手 町 

矢 巾 町 

遠 野 市 

山 田 町 

大 船 渡 市 

普 代 村 

大 槌 町 

一 戸 町 

九 戸 村 

金 ケ 崎 町 

住 田 町 

宮 古 市 

 

八 幡 平 市 

葛 巻 町 

奥 州 市 

平 泉 町 

久 慈 市 

軽 米 町 

野 田 村 

釜 石 市 

盛 岡 市 

滝 沢 市 

紫 波 町 

一 関 市 

陸前高田市 

二 戸 市 

洋 野 町 

 

雫 石 町 

岩 手 町 

矢 巾 町 

花 巻 市 

遠 野 市 

西 和 賀 町 

山 田 町 

大 船 渡 市 

田 野 畑 村 

普 代 村 

一 戸 町 

九 戸 村 

金 ケ 崎 町 

住 田 町 

宮 古 市 

大 槌 町 

岩 泉 町 

 

八 幡 平 市 

葛 巻 町 

北 上 市 

奥 州 市 

平 泉 町 

久 慈 市 

軽 米 町 

野 田 村 

釜 石 市 

盛 岡 市 

滝 沢 市 

紫 波 町 

一 関 市 

陸前高田市 

二 戸 市 

洋 野 町 

 

計 ７ 市 町 村 ３ 市 町 村 ３市町村 8 市 町 村 ７ 市 町 村 1 0 市 町 村 ２ 市 町 村 ５ 市 町 村  ９ 市 町 村 ７ 市 町 村 



３ 農業振興地域の概要 
（１）  全国の概要 

単位：万 ha 

項   目 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

総面積 472 472 470 468 468 467 466 465 464 462 

農用地 

田 
畑 
樹園地 

227 
153 
30 

226 
153 
30 

226 
152 
29 

225 
152 
29 

225 
153 
28 

224 
153 
28 

224 
153 
28 

223 
152 
28 

223 
152 
27 

222 
152 
27 

農地計 
410 

(403) 
409 

(403) 
407 

(402) 
406 

(401) 
406 

(400) 
405 

(400) 
404 

(399) 
403 

(398) 
402 

(397) 
401 

(395) 

採草放牧地 16 15 15 15 14 14 14 14 14 14 

 計 426 424 422 421 420 419 419 417 416 415 

混牧林地 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

農業用施設用地 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

混牧林地以外の山林原野 32 33 33 33 33 32 32 33 32 32 

その他 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

資料:農村振興局農村政策部農村計画課調べ 

注 1:数値は四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。 

注 2:東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により避難指示のあった福島県内 12 市町村の 8 町村については、平成 21 年の農地面積から、平成 21 年 

以降に農用地区域の除外、編入等を行った面積を加除して算出している。 

注 3:(  )書は、耕地面積。 

 

（２） 岩手県の概要                                 
    本県の農業振興地域は、県土の約 49％にあたる約 75 万 ha で、そのうち約 25％にあたる約 18 万 ha に農用地区域が設定されている。 

単位：ha 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
資料：市町村からの報告（令和 6 年 12 月 31 日現在） 

注：（ ）は、耕地面積。 

 

総 面 積 

農       用       地 

混牧林地 
農 業 用 
施設用地 

山林原野 その他 農      地 採 草 
放牧地 

計 
田 畑 樹園地 計 

農 業 振 興 地 域 
（ 3 3 地 域 ） 

746,794.8 95,404.6 72,537.8 4,865.2 172,807.6 5,785.7 178,593.3 3,548.5 1,167.7 475,422.2 88,063.1 

農 用 地 
区 域 

現 況 
183,594.9 

87,629.3 

(87,192.7) 

 56,481.6 

(55,941.6) 

4,065.6 

(4,065.4) 

148,176.5  

(147,199.7) 
4,434.5 152,611.0 2,033.5 1,082.5 27,156.2 711.7 

用 途
区 分 

 167,329.6 4,499.1 171,828.7 10,683.6 1,082.6 



４ 農用地区域内における開発行為の状況 
 

（１）  開発行為の許可に係る現況地目区分別面積                                （単位：ａ、件） 

市 町 村 名 

処 理 件 数 農     用     地 
混 牧 

林 地 

農 業 用 

施設用地 

混牧林地

以 外 の 

山林原野 

そ の 他 計 許 可 

件 数 

不 許 可 

件  数 
田 畑 樹 園 地 

採 草 

放 牧 地 
小 計 

釜 石 市 

  

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

70.9 

 

- 

 

 

 70.9 

  

県 計 1 - - - - - - - - 70.9 - 70.9 

令和６年１月１日～令和６年 12 月 31 日 

 

 

（２）  開発行為の許可に係る種類別許可件数、面積                               （単位：ａ、件） 

市 町 村 名 
宅地の造成 土地の開墾 

農用地間の 

用 途 変 更 

土・岩石又 

は砂利採取 
鉱物の採掘 

切土・盛土 

の 集 積 等 

その他土地 

の形質変更 

その他工作 

物の新築等 
合 計 

件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 

釜 石 市 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

70.9 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

70.9 

 

 

 

県 計 - - - - - - - - - - 1 70.9 - - - - 1 70.9 

令和６年１月１日～令和６年 12 月 31 日 



単位：ha、％
振興局名 市町村名 農業振興地域 農用地区域 　農振地域内　　 　農用地区域内 　現況農用地の

                    A                     B 　現況農用地 C 　現況農用地　D 　設定率　D / C
盛岡市 43,237.2 7,471.5 9,722.7 7,024.6 72

盛岡広域 八幡平市 38,550.0 9,312.9 10,638.6 8,794.5 83
滝沢市 7,184.0 3,600.4 3,926.1 3,537.5 90
雫石町 13,978.8 7,973.7 5,714.4 5,137.4 90
葛巻町 29,252.0 15,444.1 4,207.4 4,017.8 95
岩手町 15,835.0 5,200.8 5,045.8 5,045.8 100
紫波町 15,838.0 5,646.4 5,816.1 5,224.1 90
矢巾町 4,932.5 2,541.8 2,892.8 2,514.9 87

小　計　　 168,807.5 57,191.6 47,963.9 41,296.6 86
花巻市 43,718.0 15,833.9 15,319.3 14,419.5 94

県南広域 遠野市 42,868.5 7,248.5 8,485.4 6,767.0 80
北上市 22,801.5 8,240.2 9,567.4 8,137.8 85
西和賀町 13,933.0 2,474.0 2,822.3 2,414.3 86
奥州市 61,689.3 20,029.5 23,048.5 19,818.4 86
金ケ崎町 13,030.8 4,900.5 4,859.5 4,532.8 93
一関市 90,266.2 19,100.3 21,380.6 18,475.3 86
平泉町 5,135.0 1,432.0 1,474.0 1,342.3 91

小　計　　 293,442.3 79,258.9 86,957.0 75,907.4 87
大船渡市 6,320.0 2,770.8 1,755.2 1,403.8 80

沿岸広域 陸前高田市 3,749.1 1,421.1 1,689.4 1,379.6 82
住田町 7,007.0 2,036.2 1,552.0 1,398.5 90
釜石市 14,871.7 1,370.4 1,817.4 1,160.4 64
大槌町 6,610.7 2,763.0 861.7 833.0 97
宮古市 44,661.0 2,838.8 3,339.5 2,454.5 73
山田町 8,992.0 478.9 372.6 316.7 85
岩泉町 43,870.4 11,575.9 2,705.1 1,815.1 67
田野畑村 12,430.0 1,208.0 889.4 879.4 99

小　計　　 148,511.9 26,463.1 14,982.3 11,641.0 78
久慈市 23,793.0 2,675.3 3,486.3 2,498.5 72

県北広域 洋野町 24,615.0 3,337.5 3,293.5 3,010.4 91
野田村 3,761.0 369.9 405.5 255.5 63
普代村 2,514.1 306.4 283.7 252.8 89
二戸市 30,437.0 5,678.3 5,569.3 4,992.3 90
一戸町 21,072.0 4,145.8 3,696.5 3,603.9 97
軽米町 21,092.0 2,712.1 3,021.1 2,510.1 83
九戸村 8,749.0 1,456.0 1,651.0 1,231.2 75

小　計　　 136,033.1 20,681.3 21,406.9 18,354.7 86
　　　　　　　県　　　　　　　　計 746,794.8 183,594.9 171,310.1 147,199.7 86

令和6年12月31日現在

5  　農 業 振 興 地 域 面 積 等 一 覧 表



  ６  農 業 振 興 地 域 制 度 担 当 部 課 一 覧 

 

公 所 担 当 課 住 所 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 

農 林 水 産 省 農村振興局農村政策部農村計画課 〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 03－3502－8111（代表） 03－3506－1934 

東 北 農 政 局 農 村 振 興 部 農 村 計 画 課 〒980-0014 仙台市青葉区本町３－３－１ 022－263－1111（代表） 022－715－8217 

岩 手 県 庁 農 林 水 産 部 農 業 振 興 課 〒020-8570 盛岡市内丸１０－１ 019－629－5645（直通） 019－629－5649 

盛 岡 広 域 振 興 局 農 政 部 農 政 推 進 課 〒020-0023 盛岡市内丸１１－１ 019－629－6597（直通） 019－629－6609 

県 南 広 域 振 興 局 農 政 部 農 政 調 整 課 〒023-0053 奥州市水沢大手町１－２ 0197－22－2841（内線 305） 0197－22－6194 

沿 岸 広 域 振 興 局 農 林 部 農 林 調 整 課 〒026-0043 釜石市新町６－５０ 0193－25－2704（内線 222） 0193－27－2843 

県 北 広 域 振 興 局 農 政 部 農 政 調 整 課 〒028-8042 久慈市八日町１－１ 0194－53－4983（内線 221） 0194－53－3560 

 


